
 

 

追加検査料金について  
 

検査には、追加検査が必要となり後日検査料金を追加請求させ

ていただく場合があり、検査によっては高額請求となるケースも

あります。また、入院中に検査を実施し退院後に追加検査が必要

となった場合は、外来にて検査料金を請求させていただきます。

その際は、ご了承いただきますようお願いいたします。 

 
◎検査の追加は、次のような場合に発生します◎ 

 

・病理診断 

→検査後から病理組織標本の作製には数日かかり、病理医により

病理診断が行われます。その結果に基づき追加検査が必要と判断

される場合があります。検査の内容によっては、数千円～数万円

程度の追加請求が発生する場合もあります。 
 

・細菌検査 

→病気に関連する細菌がみつかった場合には、その細菌に対して

最も効果があるお薬を特定するための検査（薬剤感受性検査）が

必要となります。 
 

・結核菌検査 

→抗酸菌が検出された場合は、すみやかに検出菌が結核菌か否か

調べる検査（菌種同定検査）を行い、結核菌であれば薬剤感受性

検査が必要となります。 
 

※その他検査においても、必要に応じて追加検査が発生する場合があります。 
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